
自然の恵みを享受できる持続可能な森林の育成管理を目指して

魚沼市森林整備計画書（案）

新 潟 県

魚 沼 市

計画期間

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 15 年 3 月 31 日

（令和 8年●月●日変更）



魚沼市位置図

森林組合等
守門地域

入広瀬地域

広神地域

堀之内地域

小出地域

湯之谷地域
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